
　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

取組項目 政策を推進し、変化に迅速かつしなやかに対応できる組織機構の整備

現状等

　これまでも第３次総合計画や５大構想を推進するための組織機構改正を実施するとともに、新型コ
ロナウイルス感染症への対応など、新たな行政需要等に対しても、これに迅速に対応すべく、必要な
体制整備を行ってきたところです。
　また、行政課題の複雑化や高度化により、複数の局区等が連携して取り組まなければならないケー
スも増加する中で、局間連携の強化も図ってきました。
　そのような中で、令和５年度から第４次総合計画がスタートするに当たり、今後はこれを強力に推
進するための組織機構の整備や、デジタル化の進展など、社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応
できる組織機構の整備、また、限りある人材を有効に活用するため、例えば必要に応じ、全庁的な職
員応援体制を構築するなど、柔軟な職員配置を進めていくことが必要です。

取組概要
（前期計画）

①政策推進や社会情勢に応じた組織機構改正の実施：第４次総合計画を強力に推進し、また、デジタ
ル化の進展など、社会情勢の変化に対応できる組織機構の整備を進めます。
②局間連携の強化：更なる局間連携の推進を図るため、各局区等における調整機能やマネジメント機
能の強化に向けた体制の整備を行います。
③柔軟な職員配置に係る検討・実施：新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所業務やワクチン接
種業務等に対する全庁的な職員応援体制の検証を行い、今後の応援体制の在り方も含め、柔軟な職員
配置の手法等について検討した上で、実施します。

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

指　標

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

◎政策推進や社
会情勢に応じた
組織機構改正の
実施

◎局間連携の強
化

△柔軟な職員配
置に係る検討・
実施

◎実施

→継続

○一部実施

◎実施

→継続

◎実施

◎実施

→継続

◎実施

継続実施

Ⅲ－２－１

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

組織機構改正による第４次
総合計画の推進
※事務事業総点検表の１次
評価がA以上の割合（４次
総関連事業のうち組織機構
改正を実施したものに限
る。）

90％ 90% 90% 90%

効果

　組織を見直すことで、第４次総合計画を始めとする重要政策の推進や新たな行政需要への対応な
ど、変化に迅速に対応できる組織運営の推進が可能となります。
　また、局間連携の更なる強化により、ますます複雑高度化する行政課題に対し、社会変化の機微を
察知しながら、組織全体で的確に対応することが可能となります。
　更には、職員の柔軟な配置を実施することにより、限られた人材を有効に活用することができると
ともに、変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営に取り組むことができます。

90%

局　名 総務局 所管課 総務課

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ-2-2-1



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ-2-2-２

局　名 総務局 所管課 総務課

Ⅲ－２－２

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

効果

　職員の適正配置を組織機構の整備と併せて行うことで、第４次総合計画を始めとする重要政策の推
進や新たな行政需要への対応など、変化に迅速に対応できる組織運営の推進が可能となります。
　また、定年引上げに伴い増加が見込まれる60歳超職員の活躍促進に向けた配置を行うことで、組織
全体の活力の維持・向上に繋げていきます。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

記載不要 記載不要 記載不要 記載不要

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6

職員の適正配置による第４
次総合計画の推進
※事務事業総点検表の１次
評価がA以上の割合（４次
総関連事業のうち職員の増
減員を実施したものに限
る。）

90％ 90% 90% 90%

90%

◎実施

取組項目 最適な職員規模（職員数）による行政運営の推進

現状等

　貴重な経営資源である人員を有効に活用すべく、第２次静岡市職員適正配置計画に基づき、職員の
適正配置に取り組んでいます。
　令和５年度から第４次総合計画がスタートするに当たり、引き続き、業務の終了等による減員を行
う一方で、政策の推進や、デジタル化など新たな行政需要等に対しては必要な人員を確保するなど、
最適な職員規模（職員数）により業務を進めていく必要があります。

取組概要
（前期計画）

　第３次静岡市職員適正配置計画（令和５年度～令和8年度）に基づき、職員の適正配置に取り組ん
でいきます。
　令和５年度からの段階的な定年引上げの影響を踏まえつつ、引き続き、業務の終了や見直しなどに
よる減員を行う一方で、第４次総合計画を始めとする重要政策の推進や新たな行政需要等に対して
は、必要な人員を確保していきます。
　また、資格職や専門職、技術職等についても、行政需要等に応じ、しっかりと確保していきます。
　さらに、定年引上げに伴い段階的に60歳を超える職員が増えると見込まれる中で、これらの職員の
知識、技術、経験等を最大限活用できるよう、職員の適正配置に取り組みます。

R7 R8 R9～12の取組

◎計画に基づく
職員の適正配置
の実施

◎実施 ◎実施



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

計画

実績

計画

実績

取組項目 ワークライフバランス・女性活躍の推進

現状等

本市職員のワークライフバランスの実現・女性活躍の推進に向けた取組は、令和２年３月に策定した
第５期特定事業主行動計画（静岡市職員のための子育て・女性活躍支援プラン）に基づいて実施して
おり、当該計画は、令和４年度末をもって計画期間の終期を迎えます。
国全体での人口減少、少子高齢化が進行する中、地方公務員を取り巻く社会情勢の変化（柔軟な育児
休業の枠組みの創設、テレワークの推進、定年引上げ等）を踏まえ、令和５年度以後も引き続き職員
のワークライフバランスの実現・女性活躍の推進を図るため、その方向性を定め、取組を実施する必
要があります。

取組概要
（前期計画）

　第６期静岡市特定事業主行動計画に基づき、「誰もが能力を最大限発揮し、いきいき働くことがで
きる職場」を目指して、次の取組を実施します。
①　年次有給休暇の取得促進
　　職員がワークライフバランスを実現できるよう、職員の年次有給休暇の取得を促進します。
②　長時間勤務の是正
　　時間外勤務命令の適正化、業務量の平準化等を推進し、時間外勤務を前提としない生産性を重視
した仕事のやり方、仕事の見直し等を、局内組織と職員個々が意識して実行するとともに、継続的な
点検を実施することで、長時間勤務の是正を図ります。
③　女性職員の働きやすい環境整備及び管理職員への登用
　ア　女性職員が働きやすい環境（ワークライフバランスのとれた環境）を整備するため、管理監督
職等を対象とした女性活躍推進を支援する研修の充実を図ります。
　イ　管理職員への女性登用の目標値を設定し、性別に捉われない管理職員への登用を進めます。

Ⅲ－２－３

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
５　ライフステージに応じた
柔軟な働き方の推進

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

0% 0%

指　標

R7 R8 R9～12の取組

①◎→実施（継
続）
②◎→実施（継
続）
③◎→実施（継
続）

①◎→実施（継
続）
②◎→実施（継
続）
③◎→実施（継
続）

①◎→実施（継
続）
②◎→実施（継
続）
③◎→実施（継
続）

①◎→実施（継
続）
②◎→実施（継
続）
③◎→実施（継
続）

効果

①　年次有給休暇が取得しやすい職場環境を醸成することにより、職員のワークライフバランスの充
実が図られ、私生活の満足度を仕事の意欲に転化させることができるようになり、職員一人ひとりの
仕事の質が向上し、組織全体としてより質の高い市民サービスの提供が可能となります。
②　組織及び職員一人ひとりの「長時間勤務の是正に対する意識の醸成」と「勤務時間内の生産性の
向上」を図ることができ、組織全体として更なる事務の効率化を実現することができます。
③ア　管理監督者等の理解促進及び意識改革が図られることで、職員個々のライフステージに応じた
働き方が実現でき、組織全体の活力が向上します。
　イ　市の重要課題に女性職員ならではの視点を活かすことができ、多様なニーズに即したより質の
高い市民サービスの提供が可能となります。また、女性職員一人ひとりが活き活きと働くことで、組
織全体の活力を向上させます。

１　年次有給休暇の取得日数
が５日未満の職員の割合

0% 0%

0％

０人

R8の状況を確認した
上で設定します。

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ－１－４

局　名 総務局 所管課 人事課

２　特例業務を除く所管業務
による時間外勤務時間数年間
360時間超の職員数

３　管理職（課長級以上）の
女性割合

前年比減 前年比減 前年比減 ０人

12％ 13％ 14％ 15％



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

計画

実績

計画

実績

年度 R5 R6 R7 R8 合計額

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅰ－１－４－２

局　名 市民局 所管課 男女共同参画・人権政策課

大綱最終年度
（R12年度）
目標値

100件 100件

指　標

R7 R8 R9～12の取組

①◎男女共同参
画推進会議実施
②◎所属長、職
員向け研修実施
③◎附属機関の
所管課への支援

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

効果

①推進会議にて、男女共同参画を推進することにより、市民生活に係る全ての行政分野に横断的に取
り組むことができる。
②市職員が男女参画の視点を持つことにより、ジェンダー平等に関する意識向上とともに、各施策へ
その視点が活かされ、市民サービスの向上に繋がる。
③女性人材リスト等を活用した支援により、附属機関等への女性委員の登用が促進され、市政へ多様
な意見が反映される。

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6

R5 R6 R7 R8

所属長研修３カ月後（予定）
の追跡アンケートで、事業や
職場環境を改善した事例件数
（R3対象所属数：195）

審議会等における女性委員の
割合（R3：29.8％）

31.0% 32.5% 34.0% 36.5%

40.0%

100件 100件

100件

取組項目 男女共同参画の視点を持つための体制・仕組づくり

現状等

　現在、当課が主体となり、全庁を挙げてSDGｓ№５「ジェンダー平等を実現しよう」に取組んでい
ます。
    女性の意見が、市政や方針決定の過程に反映できるよう、毎年、男女共同参画推進会議会長から全
所属あてに、市附属機関等における女性委員登用率向上に努めるよう通知するとともに、当課が作成
する女性の人材リストを庁内に提供しています。
　しかしながら、女性の参画に関する調査結果によると、「市附属機関等の女性委員の割合は、
29.8％（R3）」で、国平均 42.3％（R3）」を下回り、140のうち34の附属機関等において女性
の登用率が10％を満たさない状況です。

取組概要
（前期計画）

①男女共同参画推進会議の実施：本市各種施策において、率先的かつ総合的に「男女共同参画の視
点」に立って事業を検討し、その効果的な推進を図るため、会議を運営します。
②所属長・職員向け研修の実施：市職員へ男女共同参画への理解を深める研修を実施します。
③市附属機関等の女性登用率の向上：女性人材リスト等を活用し、女性委員がいない、または登用率
未達成の附属機関等の所管課を支援します。

Ⅲ－２－４

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

所属長研修アンケートで、事
業や職場環境の改善に繋がる
とした割合（R3:93.2％)

90.0% 90.0% 90.0% 90.0%

90.0%



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

計画

実績

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅰ-３-４-1

②条例マネジメント実施件数

※政策条例とは、静岡市自治基本
条例、各行政分野別の基本条例そ
の他市が独自の施策に基づき定め
る条例をいう。
※期間経過条例とは、政策条例以
外の条例で効果等の評価を受けず
に長期間経過したものをいう。

政策条例2件、
期間経過条例25件

政策条例2件、
期間経過条例25件

政策条例2件、
期間経過条例25件

政策条例2件、
期間経過条例25件

継続実施

局　名 総務局 所管課 政策法務課

③研修参加延べ人数

【人数内訳】
政策法務主任者研修140人（各課
政策法務主任者全員）、法制執務
研修及び訟務研修40人ずつ（各
課政策法務主任者のうち、原則初
任者）

２２0人 ２２0人 ２２0人 ２２0人

継続実施

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

100％ 100％①政策法務委員会で、重要な
条例案件を適切に審議した割
合

100％ 100％

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

◎条例の整備に係る組
織的な法的検討
◎条例マネジメントの
実施
◎職員研修の実施

→

→

→

→

→

→

→

→

→

効果
自律的、能動的に政策実現のための自治立法ができる体制の構築、人材育成が進むことにより、変化
する行政需要に対応できる組織の実現に寄与します。

取組項目 政策条例の整備、条例マネジメント及び職員研修の実施

現状等

本市では、分権社会において自主自立の政策を実現することを目指し、これに全庁を挙げて取り組むため、平成
20年3月に「静岡市政策法務推進計画」を策定し、平成27年３月には静岡市政策法務推進規程を定め、主に組織
及び職員の政策法務能力の向上に力を入れてきました。また、令和３年３月には静岡市新人材育成ビジョンの法務
能力に関する細目及び職員が目指すべき政策法務能力の指標として「政策法務人材育成指針」を策定し、自治立法
による課題解決ができる人材の育成、更には組織の能力の向上を推進してきました。
今後、更なる社会の多様化、複雑化が進む中で、自治立法権の適切な行使により地域課題を解決するため、立法
による解決を更に進めることや、既に制定した条例を変動する社会情勢や行政需要に常に適合したものとしていく
ことが必要であり、これらを自律的、能動的に行っていくことができる体制、人材が必要となっています。

取組概要
（前期計画）

①条例の整備に係る組織的な法的検討：市が自律的、能動的な政策実現のための自治立法を更に進めていくため、
条例の制定改廃に係る法的観点及び市民目線からの検討を、政策法務委員会等の組織的な体制により行います。
②条例マネジメントの実施：既存の条例について、社会情勢や行政需要に常に適合したものとしていくためのマネ
ジメント（所管課が定期的に条例の効果、成果等を評価し、必要に応じて見直しを行う。）を組織的に行っていき
ます。
③職員研修の実施：政策法務人材育成指針を活用して職員の法務能力を向上させるための研修等を実施し、自治立
法による課題解決ができる人材を育成します。

Ⅲ－２－５

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育
成・組織運営の推進



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅰ－３－３－１

局　名 総務局 所管課 コンプライアンス推進課

０件 ０件

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

０件 ０件

指　標

R7 R8 R9～12の取組

◎各種施策の実
施

→ → →

効果 　事務事業の適正な執行が確保され、市民から信頼される市政運営を実現することができます。

内部統制評価における「重大
な不備」の件数

取組項目 内部統制基本方針に基づく内部統制体制の整備及び評価

現状等

　地方自治法第150条の規定により、都道府県知事及び政令指定都市の市長は、内部統制に関する方
針を定め、これに基づき必要な体制を整備するとともに、毎年度、内部統制評価報告書を作成し、議
会に提出することが義務付けられており、本市では、令和２年４月１日に策定した「静岡市内部統制
基本方針」により事務事業の適正な執行の確保を図っているところです。

取組概要
（前期計画）

　内部統制の機能向上に向けた各種取組を展開し、「静岡市内部統制基本方針」により整備した体制
について、適宜、必要な見直しを行っていきます。また、「静岡市内部統制基本方針」により整備し
た体制について評価した報告書を毎年度作成し、公表していきます。

Ⅲ－２－６

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

取組項目 学校における業務改善や専門スタッフの活用等による、より質の高い教育の推進

現状等

　本市では、平成30年度から「静岡市教育委員会働き方改革プラン」を実施してまいりました。その
結果、教員の長時間労働対象者の割合に一定の成果がみられましたが、依然学校現場においては、教
員の繁忙状態が続いています。
　　※令和３年度の小・中学校の教員の時間外在校時間
　　・月45時間以上（80時間未満）の割合が　22.8％　　・月80時間以上（100時間未満）の割
合　2.4％

　令和４年４月に、国の動きや本市のこれまでの取組成果や課題を踏まえ、学校における働き方改革
に関する取組のさらなる推進を図るために、「学校における働き方改革プラン」の新プランを策定し
ました。
＜方針１＞カリキュラムマネジメントを踏まえた教育課程の見直し　　＜方針２＞事務業務の軽減
＜方針３＞指導体制の整備　＜方針４＞時間管理の徹底

取組概要
（前期計画）

　教員が担うべき業務を明確化し、教員等が担うべき業務と専門スタッフ等に任せることのできる業
務を整理し、新プランに即した教員の働き方改革を進めます。

＜各方針の取組事例＞
＜方針１＞「教科担任制」や、年数回、授業を午前中で終了する「リフレッシュ・デイ」の実践
＜方針２＞教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）の効果的・効率的な活用の促進
＜方針３＞静岡市型35人学級編制の完全実施によるきめ細かな指導の実践
＜方針４＞時間外の電話対応の時刻設定、長期休業中に「日直を置かなくてもよい日」の設定の継続

Ⅲ－２－７

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

実施継続

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

①95％
②46％

①95％
②54％

指　標

R7 R8 R9～12の取組

◎好事例の共有
とPDCAサイク
ルによる効果検
証

◎カリキュラム
マネジメントを
含めた教育課程
の作成

◎プランの実践

→継続 →継続

◎プランの検証

◎カリキュラム
マネジメントを
踏まえた教育課
程の実践

効果
教員の担う業務の役割分担・適性化を推進し、教員の働き方改革を進めることで、教員が児童生徒へ
の指導や教材研究等に注力できる時間が創出され、教育の質が向上します。

①自分の仕事にやりがいを感
じている教員の割合
（参考：R3末　94％）

子どもと向き合う時間・指
導準備時間が十分確保できて
いると感じている教員の割合
（参考：R3末　38％）

①95％
②62％

①95％
②70％

①95％
②80％

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

局　名 教育局 所管課 教職員課



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

局　名 危機管理総室 所管課 危機管理総室

令和４年台風第15号災害の検
証結果に基づく改善や対応の
実施率

100％ 100％ 100％ 100％
100%

効　果 ・台風第15号を契機に、様々な災害に対応できるよう、強靭な危機管理体制を構築する。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

取組項目 強靭な危機管理体制の構築

現状等

　令和４年台風第15号において、本市の災害対応に数多くの課題が指摘されました。その中でも、災
害対策本部については、一部の局部課への業務集中、災害情報の収集・共有や発信の遅れなど、重大
な課題があると認識しています。
　台風第15号対応に関する検証結果をもとに、課題の改善を図り、市全体で危機管理能力を強化する
ことが必要となっています。

取組概要
（前期計画）

①台風第15号に関する検証結果をもとに、全庁で課題に対する改善策を検討します。
②全庁で、改善策を実施します。また、改善策の有効性を検証するため、全庁で訓練を実施します。
③訓練で得られた課題をもとに、さらなる改善策の検討と検証を重ねていきます。

Ⅲ－２－８

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

△検証結果をもとに、全庁で課題に対する改善策を検討

〇各局部課で改善策を実施。訓練で有効性を検証し、改善へ

の取り組みのブラッシュアップを図る

〇改善が進展するよう、各局部課の進捗状況を把握する体制

を作る



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ－１－２－４－２

局　名 消防局 所管課 予防課

①火災調査アドバイザーの認定

②上級火災調査アドバイザーの
認定

①34人
②18人

①34人
②18人

①34人
②18人

①34人
②18人

効果

①多くの職員が専門技術を身に付けることで、組織の調査技術の底上げにつながります。また、②の「上級火災調査アドバイ
ザー」制度創設により、資格取得といった目標ができることで職員のモチベーション向上を図ることができます。
②局全体の火災調査技術の専門性や技術力の向上で、一部の職員のみが行っていた高度資機材（鑑識・鑑定を実施するための
資機材）の取り扱いが可能となり、より質の高い調査を実施できることで類似火災を防止し、市民に安全・安心を寄与するこ
とが期待できます。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

①火災調査ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ認
定講習の実施(2回)
②上級火災調査アドバイ
ザー認定研修の実施

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

⇒ 継続

取組項目 火災調査体制の充実・強化

現状等

近年、科学技術の進歩とともに製造物は精密・複雑化していることから、火災発生時の原因究明には、今まで以上に専門的な
知識や技術が必要となっています。加えて、住民の安全意識の高まりやインターネット等による情報の共有化が進んだことか
ら、火災調査に対する期待や開示性が高まりました。
このことから、当局では、火災調査における体制の充実・強化の一環として講習制度の充実化を進めています。

取組概要
（前期計画）

①より質の高い火災調査における組織運営を図るため、啓発、助言及び指導的立場の「火災調査アドバイザー」を育成し、専
門的知識、技術の向上を図ります。
②「火災調査アドバイザー」の認定を受けている職員を対象に、新たな「上級火災調査アドバイザー」制度を設け、高度資機
材（鑑識・鑑定等を実施するための資機材）の取り扱いの専門技術及び全国の事例等を参考とした模擬鑑識の講習を受講する
ことで、より高度な火災調査の実現を図ります。

Ⅲ－２－９

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ－1－2－４

局　名 消防局 所管課 査察課

①基礎的研修の受講者数

②違反是正研修の受講者数
計画

①４００人 ①４00人 ①４00人 ①４00人

効果
職員の査察能力や違反是正能力を向上させることで、消防法令違反防火対象物の削減に繋がり、安全、安心に暮ら
せるまちが継続できます。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

必要に応じて記載②１０人 ②１０人 ②１０人 ②１０人

→継続

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

①査察に関する基
礎的研修の実施
②違反是正に関す
る研修の実施

→継続

→継続

→継続

→継続

→継続

→継続

取組項目 防火対象物の査察に関する基礎的及び専門的な知識、技術の向上

現状等
防火対象物の複雑・多様化や大規模火災等の発生に伴い、様々な消防法令の改正が行われており、査察を執行する
職員が把握すべき法令等も深層化してきています。そのため、職員一人一人がこれらの法令を正確に把握し、適切
に運用することが必要となります。

取組概要
（前期計画）

職員に対し、法令改正の内容を含めた査察の基礎的な知識、技術の習得や違反是正を主眼とした高度な知識、技術
を習得するための各種研修を行い、査察に関する総合的な執行力の向上を図ります。
①査察に関する基礎的研修
　査察基礎研修、査察・同意実務研修、査察技術向上研修（動画編）、査察技術向上研修（実践編）
②違反是正に関する研修
　違反処理研修
※①②の項目については、年度単位で見直しを図っていきます。

Ⅲ－２－10

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

→継続

取組項目 安全管理体制を構築した災害対応力の強化

現状等

令和２年度の吉田町の大規模火災を受け、消防活動における安全管理体制の強化を図るため、局内に災害機動支
援・部隊管理室を設置し、ソフト面（訓練、研修等）及びハード面（資機材の増強）の整備を行った結果、隊員の
重傷事故等の発生はなく、同室設置の効果は明確に現場活動に反映されてきております。今年度、更なる安全管理
体制を構築するため、安全対策課を設置し、所管する事務の専門性・独自性を活かし、より高度な教育・研修を行
うことにより、静岡市消防局における災害対応力の強化に務めていく必要があります。

取組概要
（前期計画）

①消防職員に対し、指揮隊研修、小隊長研修等による高度な安全教育の他、火災性状や消火戦術を踏まえた教養
を、署の職員安全指導係とともに実施します。、さらに、救難活動体制（隊員自らの危険要因の排除法）を整備
し、現場の安全管理体制の構築を図り、災害対応力を強化します。
②消防局管内の消防団員に対し、安全管理、消火戦術等の基礎訓練・研修を実施し、消防職員との共通認識による
強固な連携体制を図ります。なお、消防団員に対しては、集合研修による負担を軽減するため、録画映像を活用す
るなど教養方法については柔軟に対応します。

Ⅲ－２－11

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進

効果
高度な安全教育及び消火戦術等の教養を実施することにより、現場の消防職員及び消防団員が効率的な消防活動を
行うことができるとともに、共通した安全管理意識により、活動中における不安全要因を抑制することができ、延
いては静岡市消防局の災害対応力の強化に繋がり、住民の安全安心に寄与します。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

◎消防職員及び消
防団員への教養

→継続 →継続

①各消防署職員への実施率
②消防局管内消防分団（全104
個分団）への教養実施率

①職員　100％
②分団　100％

①職員　100％
②分団　100％

①職員　100％
②分団　100％

①職員　100％
②分団　100％ ①職員100%

②分団100％

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

局　名 消防局 所管課 安全対策課



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

局　名 消防局 所管課 指令課

指令支援員の養成人数
（現在２８名）

28名 28名 28名 28名 指令支援員
２８名以上
を維持

効果
常に質の高い市民サービスを提供しつつ、業務継続計画等どおりに指令業務を継続することが可能となり、大規模
災害等の災害対応力の更なる強化につながります。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

◎指令支援員要領
の作成
◎研修資料作成
◎研修の実施

◎研修の実施 →　継続 →　継続

取組項目 指令支援員の育成による大規模災害時等における応援体制の整備

現状等

指令員は、指令システム及び通信体制の高度化により、通報者とのコミュニケーション能力のみならず、特殊な機
器である指令システム等をスピーディー、かつ、正確に操作する技術・知識が求められます。そのため、大規模災
害時等に増員を必要とした際に、現指令システム等で指令業務を経験した指令員に対して、継続的に再教育を実施
し、指令支援員として応援体制を整備する必要があります。

取組概要
（前期計画）

大規模災害時等に指令員が不足した際、即応できる職員を安定的に確保するため、規定等を整備し、現指令システ
ム等での指令業務経験者に対して、災害の受報、状況把握、最適な出動隊の編成及び出動指令、災害の情報伝達な
どの一連の操作等の研修を毎年度継続的に行い、常に質の高い指令支援員を確保できる体制を確立します。

Ⅲ－２－12

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ－２－１－２

局　名 葵区役所 所管課 地域総務課・各課

95%以上 95%以上

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

95%以上 95%以上

指　標

R7 R8 R9～12の取組

① ◎実施
② ◎実施

① →継続
② →継続

① →継続
② →継続

① →継続
② →継続

効果

① 内容と動線を整理した窓口業務により、アナログ手続の担保と利用者の負担軽減を図ります。
② 業務に精通し区役所業務も把握する職員を育成することで、窓口業務の質が向上します。また「葵
区役所案内人」の実施により区役所全体におもてなしマインドが醸成され、市民満足度の向上につな
がります。

窓口アンケートにおける市民
満足度（R3 99.1%)

取組項目 葵区役所の窓口サービスの向上

現状等
窓口アンケートにおける市民満足度は95%以上を達成していますが、窓口の環境整備（ハード）と人
材育成（ソフト）を組み合わせた取組等により窓口サービスの向上を図るとともに、国の方針や市民
ニーズに合ったサービスを提供できるよう、常に検討・見直しを進める必要があります。

取組概要
（前期計画）

【① 窓口の環境整備】窓口表示等ハード面の改修や、状況に合わせた配置等の見直しを随時行うとと
もに、スマート区役所を補完する利用しやすい窓口環境の検討・整備に取り組みます。
【② 職員の人材育成】担当業務に精通し、さらに区役所全体の業務を把握する職員の育成、コンシェ
ルジュ事業と連携した「葵区役所案内人」研修等の実施により、質の高い親切な窓口サービスの提供
に取り組みます。

Ⅲ－２－13－１

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進

必要に応じて記載

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

取組項目 駿河区役所の窓口サービスの向上

現状等

H26年度に市民満足度向上を目的として「駿河区スマイル・プロジェクト（SSP）」を立ち上げ、市
民の皆さんが笑顔で用事を済ませることができるための調査、検討、改善を進めてきました。区役所
での窓口アンケートにおける市民満足度では97.6％～99.5%（R1～R3年度実績）と高水準を維持
することができました。日々変化する市民ニーズ及び社会情勢の変化に対応していくことが、市政に
対する満足度の向上にも大きく寄与することから、引き続き窓口サービスの向上に努める必要があり
ます。

取組概要
（前期計画）

①施設利用の改善：施設の安全管理・環境整備について新たな課題を洗い出し、改善方法を検討しま
す。
　安全・安心な窓口：来庁者避難誘導訓練を実施します。
　施設改善・環境整備：４回/年の巡視を行い、来庁者に気持ち良く利用していただくために、施設
   の利用状況等を常に考え、改善に努めます。
②職員意識・能力向上：各種研修を実施するほか、各課共通の業務リストを作成し活用することや各
   課の業務内容を共有し知識を深め、窓口サービスの向上に努めます。

Ⅲ－２－13－２

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進

継続実施

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6

R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

95％以上 95％以上

指　標

R7 R8 R9～12の取組

窓口ｻｰﾋﾞｽ向上ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ施策、SSPの
推進
①施設の安全管
理、巡視の実施、
施設改善
②人材育成（各課
窓口の連携強化、
駿河区ｽｷﾙｱｯﾌﾟｾﾐ
ﾅｰ）

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

→　継続

効果
来庁者目線の庁内巡視で、課題を洗い出し、施設改善を行うことで、利用しやすい施設環境が整備さ
れます。また、職員の接遇意識・能力の向上や知識を深めることで、手続きがスムーズに進むなど、
市民目線の窓口サービスを提供し、市民満足度を向上させます。

窓口アンケートにおける市民
満足度（R3：97.6％）

95％以上 95％以上

95％以上

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱ－2－1－３

局　名 駿河区役所 所管課 駿河区役所地域総務課、駿河区役所各課



　第４次行財政改革前期実施計画個票 No.

参考：
方向性

年度

計画

実績

年度

計画

実績

局　名 清水区役所 所管課 地域総務課、区役所全課

第３次後期実施計画個票№
(継続取組のみ）

Ⅱー２－１－４

窓口アンケートにおける満足
度

95％以上 95％以上 95％以上 95％以上

95％以上

凡　例 △調査・検討、○一部実施、◎実施、→継続、●実績なし、×中止

取組内容
（計画・
実績）

R5 R6 R7 R8 R9～12の取組

◎プロジェクト
を通じた改善
◎各種接遇研修
の実施

→

→

→

→

→継続

→継続
継続実施

効果
プロジェクトチームによる活動をきっかけとした区役所全体の窓口業務に係る改善意識や、各種人材
育成研修の実施による区役所職員のおもてなしマインドの醸成により、来庁されたお客様の満足度を
一層向上させます。

指　標 R5 R6 R7 R8
大綱最終年度
（R12年度）
目標値

取組項目 清水区役所の窓口サービスの向上

現状等

清水区では「市民満足度の向上」を目的に、区役所職員で構成するプロジェクトチームによる窓口
サービスの改善に取り組んできました。現状では目標としてきたお客様満足度95％以上を維持し、そ
の効果を得ています。
一方、令和３年度窓口アンケートの「職員の説明はわかりやすかったか」において、97.8％の方にご
満足いただけたものの、依然としてわかりにくいというご意見もあることから、今後は来庁されたお
客様により一層満足していただけるように、職員一人一人のおもてなしの質を高めていく必要があり
ます。

取組概要
（前期計画）

来庁者の満足度向上に向け、清水区役所各課の有志職員からなるプロジェクトチームにより、窓口環
境の改善を進めていくほか、窓口でのご案内に活かすことのできる接遇スキルアップ研修、業務知識
研修などの人材育成研修を実施します。

Ⅲ－２－13－３

基本方針 Ⅲ　人や組織が変わる

施策 Ⅲ－２　社会情勢の変化に迅速かつしなやかに対応できる組織運営の推進
７　変化に対応できる人材育

成・組織運営の推進


